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平成26年６月定例会　県土整備委員会（事前）

平成26年６月19日（木）

［委員会の概要　危機管理部関係］

岡田委員長

　休憩前に引き続き，委員会を開きます。（10時54分）

　これより，危機管理部関係の調査を行います。

 この際，危機管理部関係の６月定例会提出予定議案等について理事者側から説明願うと

ともに，報告事項があれば，これを受けることにいたします。

【提出予定議案等】（資料①）

　○　議案第１号　平成26年度徳島県一般会計補正予算（第２号）

　○　議案第４号　徳島県防災会議条例の一部改正について

　○　報告第２号　平成25年度徳島県繰越明許費繰越計算書について

【報告事項】

 ○  「『とくしま -０（ゼロ）作戦』地震対策行動計画」の見直し (案 )について

　　　（資料②）

　○　国土強靱化地域計画の策定について（資料③）

　○　徳島県国民保護計画の変更について（資料④）

　○　「全国少年消防クラブ交流大会」の開催について（資料⑤）

　○　食品表示の適正化に向けた新たな取組み（資料⑥）

　○　関西防災・減災プランの概要について（資料⑦）

床桜危機管理部長

　危機管理部から６月定例会に提出を予定しております案件につきまして ,御説明申し上

げます。お手元の危機管理部の県土整備委員会説明資料に基づき ,御説明申し上げます。

　資料の１ページをお開きください。

 危機管理部における６月補正予算（案）といたしまして ,一番下の計の欄の左から３番

目の欄に記載のとおり 4,343 万 5,000 円の補正をお願いするものでございまして ,補正後

の予算額は55億 3,549 万 8,000 円となっております。財源につきましては ,財源内訳欄に

記載のとおりでございます。

　続きまして ,２ページをお開きください。

 補正予算の課別主要事項について ,御説明申し上げます。

 南海地震防災課についてであります。防災総務費の摘要欄①防災対策指導費でありま

す。医療関係者や防災関係機関による ,急性期医療の体制はもとより ,災害関連死を初め

とする防ぎ得た死者をなくすために ,平時と災害時とをシームレスに移行できる災害医療
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体制の構築を目的に ,戦略的災害医療プロジェクト推進事業として 2,900 万円を計上いた

しております。また ,後ほど報告事項の中で御説明いたしますが ,国土強靱化地域計画策

定事業として， 100 万円を計上いたしております。

　３ページをお開きください。

 安全衛生課についてであります。

 消費者行政推進費の摘要欄①消費者行政推進費であります。消費税増税等に伴う県民の

不安解消を図るため，消費税に関する周知と ,特殊詐欺，悪質商法の被害防止を目的とし

た，セミナーや講演会を実施するため，消費生活安心アップ事業として 150 万円を計上い

たしております。

　次に，食品衛生指導費の摘要欄①食の安全・安心推進事業費であります。食品表示につ

いて，新たな仕組みづくりのための事前調査や，食品監視指導体制の機能強化のため，と

くしま安全安心食品表示制度調査事業として 150 万円を計上いたしております。

　最後に，園芸振興費の摘要欄①食品表示適正化指導事業であります。とくしま食品表示

Ｇメンの体制強化に伴い，検査結果等のデータベース化等による活動支援のため，食品表

示Ｇメン活動円滑化体制整備事業として 424 万円を計上いたしております。

　４ページをお開きください。

 その他の議案等といたしまして，条例案を１件提出いたしております。

 徳島県防災会議条例の一部改正でございます。南海トラフ地震の被害想定の見直しに伴

う，自助・共助の防災力強化や災害時要配慮者支援の充実が必要であることから，県防災

計画に幅広い分野の意見を反映するため，県防災会議の委員のうち，知事が指名し，又は

任命する者を，40名から60名に増員するものであります。

　続きまして５ページをお開きください。

 平成25年度繰越明許費繰越計算書でございまして，南海地震防災課所管の防災対策指導

費の状況を記載いたしております。この事業につきましては ,平成26年２月定例会におき

まして ,繰越予算額の議決をいただいたところであり ,翌年度繰越額につきましては

7,108 万８千円となっております。今回繰越しました事業につきましては，早期の事業完

了に努め ,事業効果を発現できますよう ,最善の努力をしてまいりたいと考えております。

危機管理部関係の提出予定案件の説明につきましては，以上でございます。

　なお ,この際 ,６点御報告いたします。

　お手元の委員会資料その１の１ページを御覧ください。

 まず１点目は ,「とくしま -０（ゼロ）」作戦地震対策行動計画の見直し（案）につい

てであります。昨年11月には南海トラフ巨大地震被害想定（第二次）を公表し ,同年12月

には ,南海トラフ地震対策特別措置法が施行いたしております。また，本年３月には県議

会の皆様のお力も頂き，本県沿岸の全８市町が南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域

の指定を国から受けたところであります。こうした状況変化やこれまでの進捗状況も踏ま

え，計画の見直しを行うものであります。今回，民間の有識者等からなる徳島県地震対策

行動計画推進委員会での御議論も踏まえ，新規事業として10項目を追加し ,12 項目を拡充

等させ ,合計で 393 項目の取組みといたしております。今議会における皆様方の御意見を

踏まえながら，計画の見直しを行いたいと考えております。
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　お手元の委員会資料その２を御覧ください。

 ２点目は，国土強靱化地域計画の策定についてであります。

 去る６月３日に，国が募集していた国土強靱化地域計画策定モデル調査実施団体に本県

が選定され，直ちに庁内組織である国土強靱化地域計画策定プロジェクトチームを設置

し，計画策定に着手したところであります。今後は，外部の有識者からなる検討委員会を

立ち上げ，計画素案を取りまとめ，県議会での御意見や県民の皆様方の御意見も踏まえな

がら，強靱な地域づくりのための計画策定を進めてまいりたいと考えております。

　お手元の委員会資料その３を御覧ください。

 ３点目は，徳島県国民保護計画の変更についてであります。

 徳島県国民保護計画は，テロや弾道ミサイル攻撃など，国民の安全を脅かす事態が発生

し，又はその恐れのある場合に ,国民の生命，身体及び財産を保護するため，国民保護法

に基づき平成18年３月に策定いたしました。このたび，全国でも有数の回数を誇る国民保

護訓練から得られた課題や教訓に加え，本県独自の先進的な取組内容を盛り込むととも

に，国の基本指針の変更内容などを反映させるため，徳島県国民保護計画の変更を行うこ

とといたしました。今後は，有識者等からなる徳島県国民保護協議会でのご審議を頂き，

国の閣議を経て変更を行う予定であります。

　お手元の委員会資料その４を御覧ください。

 ４点目は，全国少年消防クラブ交流大会の開催についてであります。

 昨年度，本県で開催された西日本交流会の実績を持って，徳島発の政策提言で国に強く

要望してきた全国少年消防クラブ交流大会が，８月６日から３日間，全国で初めて本県で

開催される運びとなりました。本大会を第１回大会にふさわしい，そして，徳島らしい大

会として成功させることにより，将来の防災リーダー育成の更なる推進に繋げてまいりた

いと考えております。

　お手元の委員会資料その５の１ページを御覧ください。

 ５点目は，食品表示の適正化に向けた新たな取組みについてであります。

 先般，県が告発しておりましたワカメ加工事業者が，去る５月28日に逮捕される事案が

ございました。このようなワカメ産地偽装の問題は，先人が営々として築き上げてきたブ

ランドの信用を大きく傷つけるものであります。再びこのような悪質な事案が発生しない

ように，食の安全安心対策統括本部による関係部局が一丸となった戦略的な施策の推進，

徳島県食の安全安心推進条例の改正による食品表示Ｇメンの立入権限強化などを行ってき

たところであります。

　こうしたことに加え，これまでのＧメンの現場調査活動において，対象事業者の把握が

困難，現場で対応できる事業者側の人材が不在などの課題があることから，これを解決す

るための新たな仕組みづくりが是非とも必要と考えております。

　資料中段の，食品表示に係る事業者分布の図を御覧ください。食品衛生法では，同法が

適用される事業については営業許可が必要ですが，ＪＡＳ法の適用はあるが，食品衛生法

の網がかからない水産加工品製造業，漬物製造業などについては，事業者把握が困難な状

況となっております。そこで， このたび，まずは水産加工品製造業，漬物製造業を対象

に，事業者の届出制度と表示責任者の届出制度の運用を試験的に行うとともに，食の安全
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安心対策統括本部において課題の抽出や検証を行い，できるだけ早い時期に，本格運用を

目指してまいりたいと考えております。

　裏面の２ページ，鳴門わかめブランド強化スキームを御覧ください。現状に記載のとお

り，これまでは仕入れ状況しか確認できないという課題がございましたが，産地証明書に

加えて 1ページで御説明しました届出制度及び加工事業者自らが透明性を立証する鳴門わ

かめの加工履歴制度を組み合わせ，偽装を許さない認証シールの導入に向けた制度設計を

進めるものであります。これらの取組みをフロー図にしたものが，下段，取組スキームで

あります。先般開催の食の安全安心審議会におきましても，県が率先して，新たな仕組み

づくりにスピード感をもって取り組んでもらいたいとの厳しい意見をいただいたところで

ありますが，今後，県議会での御意見を頂き，関係団体とも協議を進め，できるだけ早期

に制度導入を図ってまいりたいと考えております。

　お手元の委員会資料その６の１ページを御覧ください。

 最後に，関西防災・減災プランの概要についてであります。

 関西防災・減災プランについては，南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害の発生に

対し，関西広域連合がとるべき対応方針やその手順等を定めた計画であります。

　このプランにつきましては，これまでに総則編，地震・津波災害対策編及び原子力災害

対策編を策定してまいりましたが，新たに風水害対策編及び感染症対策編を策定し，関西

圏域における風水害や感染症等の災害が発生した際の初動体制の確立と応援・受援体制に

ついての対応方針として取りまとめたものであります。

　裏面の２ページを御覧ください。

 感染症対策編につきましては，新型インフルエンザ等と，鳥インフルエンザ・口蹄疫等

の２編から構成され，発生段階に応じた対応方針をとりまとめた計画となっております。

これらのプランは，来る６月28日に開催予定の関西広域連合議会６月臨時会に諮られるこ

ととなっております。災害発生時はもとより，平時からの対策についても，プランに基づ

き関西広域連合と連携しながら取り組んでまいります。

　以上、御報告を申し上げます。

　よろしく御審議のほど，お願い申し上げます。

岡田委員長

　これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

藤田豊委員

　事前でありますが，端的にお伺いをしたいと思います。

　先ほど床桜部長のほうから説明がありました，説明資料危機管理部の中の４ページの防

災会議条例の一部を改正する条例，改正の中身を説明いただいたんですが，当会議という

のは，前々からあって，ずっと延々といろいろな会議をしてきていると思います。ただ，

今回，今言うように20名を増やし60名。会議というのは，悪い言い方ですが，人が多かっ

ただけではいいことはない。やはり，それなりの人材と集中審議ができるような体制をつ
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くるというのが１つの大きな委員会の意義だろう。私も委員会のあり方にはいろいろと考

えがありますが，ただ，危機管理部の体制というのは，今の現状の中で非常に広域化して

きている。だから，業務が大変複雑化，多様化している。そういう中で，審議会の役割と

いうのは，多くなると，それなりのプロパーの審議委員さんが必要になってくる。

　そういう意味では，この20名の増員というのは，どういう形でこの根拠にしたのか，そ

して，どのようなことをやられるのか，まず１点お伺いしたいのと，その増員の内容です

が，今日は事前ですのでポイントだけを聞かせて頂きますが，知事談話にもありますし，

登用の仕方というのですか，専門職の中にも優秀な女性の方がたくさんいらっしゃる。  

　そうすると，今回の増員にはそのような女性の方を入れる要件が入っているのか。その

ような方を委員に委嘱しながら，どれほど充実した委員会を作成するために，どのような

根拠でやろうとしているのか，もう少し詳しくお伺いをさせて頂きたい。

金井南海地震防災課長

　ただいま藤田委員より防災会議についての，今回の条例改正についての御質問を頂いて

おります。

　まず，徳島県防災会議につきましては，災害対策基本法に基づきまして県が設置すると

されているものでありまして，この会議は徳島県地域防災計画の作成や修正，あるいは，

災害発生時の情報収集，応急対策，災害復旧に関する連絡調整などを行う組織でございま

す。参考に，防災会議の現在のメンバーでございますけれども，会長である知事を初め，

自衛隊や国の防災機関など，法律で定められている委員が19名ございます。それから，今

回の条例で規定する市町村や消防関係，ライフライン事業者，学識経験者などで構成しま

すのが40名，計59名となっております。

　今回のこの条例改正は，このうち，条例で規定する部分の委員数を40名から60名へと増

やすことをお願いするものでございます。その上で，これを増やす目的といたしましては，

昨年，南海トラフ巨大地震に係る被害想定を策定いたしまして，今後，自助，共助，公助，

一体となった県を挙げた具体的な対策を本格的に展開していく，それに当たりまして，自

助，共助の防災力の強化の観点，あるいは，災害時要配慮者の支援充実の観点など幅広い

視点から御意見をお伺いするために，自主防災組織の関係者や学識経験者などを中心に委

員を増員したいと考えております。

　それで，どのように増員していくのかといった御質問でございますが，今回，幅広く，

ただいま申しましたように，幅広い意見を聞きたいといったことでございますので，今後，

具体的には自主防災組織とかボランティア，ＮＰＯの代表者，大学の研究者，弁護士ある

いは医師や看護師などの医療関係者など，様々な専門的で深い学識を有する方を選任して

いきたいと考えております。

　また，女性についての御意見もございました。特に東日本大震災におきましては，避難

所の運営に当たり，女性や高齢者の視点が必ずしも十分でなかったという反省を踏まえま

して，その後，国のほうでも災害対策基本法が改正されまして，女性をはじめとする幅広

い分野の視点が反映できるよう，委員の対象分野に自主防災組織の関係者や学識経験者な

どが追加されたところであります。そういったことも踏まえまして，今回の条例改正の目
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的であります自助，共助の防災力強化，災害時要配慮者支援の充実といった分野におきま

しては，特に女性の視点を取り入れることがとりわけ重要と考えておりますので，委員に

は，今後，条例改正を認めていただいた後の人選，女性も含めて人選を進めてまいりたい

と考えております。よろしくお願いします。

　以上でございます。

藤田豊委員

　課長の御答弁と部長の話，それから，今の現状を見ても，会議の中身の濃さというのを

痛感するわけですが，当然，その時代に合ったニーズとして，専門的な，また，幅広い意

見の中ですばらしい防災会議，防災の仕組みづくりをやっていく，これは大事なことなん

ですが，十分注意して，この20名を増やした意義というものを十分かみしめながら，この

会議が本当に20名増員して，経費も要るでしょうし，また，複雑な意見もたくさん出てき

て，取りまとめも大変になるだろう。そのような中でもやむを得ずやっていく。それから，

今の時代の女性の観点，細やかな観点というのも大事にしなければならない。そのような

意味では，増やした意義を十分把握した中で，どうするかということを十分検討しながら

やって頂きたい。

　改めてまたお伺いしますが，今日は事前ということで，先ほど委員長も言いましたよう

に，委員がかわっての委員会ですが，私どももあと１年したら選挙なんです。知事も「い

けるよ！徳島」をやっていますが，最終の仕上げの選挙の時期なんですね。当局も力を入

れて，今までの「いけるよ！徳島・行動計画」の中での積み残しとか県民の約束とかやっ

てきたことの県民への周知ができるように，本当に大事な委員会のスタートだと思ってお

りますので，そういう意味では，この委員会が今の時代の危機管理の中で大きく基本とな

るような委員会を目指す形が出るようなことをお願いしたいと思いますが，部長に一言，

決意を頂いて，私は終わらせて頂きたいと思います。

床桜危機管理部長

　防災会議の委員の増員に関しての御質問を頂きました。やはり，幅広い意見をお聞きさ

せていただこうと。今後30年間で70％以上の確率でという話でございます。むしろ起きな

い確率のほうが少ないということで，日々そのリスクが高まっているというような状況で，

私ども危機管理部職員としても緊張感，危機意識を持って対応しなければならないと，こ

のように考えております。そのときに，先ほど御指摘いただいたように，単に人を増やす

だけではなくて，その中身が濃いものでなければならない，これは正にそのとおりでござ

います。したがいまして，機動的に部会組織を使うとか，そういったことで意を用いてい

きたい，また，東日本大震災の教訓も踏まえ，女性の視点もしっかりと取り入れていきた

い，このように考えておるところでございます。私ども危機管理部としては，１点，県民

の命を守るんだと強い決意を持って頑張ってまいりたい，このように考えております。よ

ろしくお願い申し上げます。

杉本委員
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　先ほど床桜部長さんからの説明の中で，災害関連死とか防ぎ得た死者とか戦略的な災害

医療，そんな新しい言葉をおっしゃいましたが，これを東日本大震災に当てはめますと，

災害関連死した方が一体何人ぐらいいるのかということ，まずその辺の言葉の解釈から御

説明頂きたい。

金井南海地震防災課長

　ただいま杉本委員より，東日本大震災における災害関連死の死者数についての御質問で

ございますが，まず最初に，東日本大震災での死者，行方不明者ですけども，死者は１万

5,887 人，行方不明者が 2,600人，合わせて約２万人弱でございます。それとは別に，東

日本大震災における災害関連死による死者数ということにつきましては，これとは別に

3,000名強おります。災害関連死といいますのは，主な要因といたしましては，長期にわ

たる避難生活によりまして，避難所における肉体的，精神的疲労といったものが多いので

ございますが，そういった災害関連死の死者数が 3,000名強というところでございます。

　以上でございます。

杉本委員

　それでは，東日本大震災を踏まえて，南海トラフ地震があったときの災害関連死するだ

ろうと想像できる数字としては，幾らぐらいを想定なさっていますか。

金井南海地震防災課長

　徳島県における災害関連死の想定でございますが，昨年，被害想定を出させて頂きまし

たが，南海トラフ巨大地震における死者の発生数は３万 1,300人，負傷者の発生は１万

9,400人と想定しておりますが，災害関連死につきましては，その後の避難生活における

状況というのが，把握が困難ということで，直接数字としては想定していないところでご

ざいますが，ちなみに避難所における避難者数というのが県内で最大22万 6,000人発生い

たしますので，そういったことも踏まえますと，かなりの災害関連死も危惧されると考え

ております。

　以上でございます。

杉本委員

　かなりの死者が想定できる，こんな数字で予算ができるんですか。こんな答えではいい

とは言えません。かなりというのは，２人か，３人か，５人か，10人か。

岡田委員長

　小休します。（11時21分）

岡田委員長

　再開します。 (11 時24分）
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金井南海地震防災課長

　本県の災害関連死の推定されるところでございますが，最悪の場合，直接死といたしま

して，死者が３万 1,300人発生します。それから負傷者が１万 9,400人，あるいは，負傷

者の中でも重傷者が 6,000人弱発生するということでございます。これらの甚大な人的被

害，東日本大震災のときと照らし合わせますと，東日本大震災全体では死者，行方不明者

２万人に対し，災害関連死が 3,000人発生しておるということもございます。本県の場合

も相当の，県南部を中心に，平野部では甚大な津波被害，長期の孤立化，あるいは長期の

避難生活，同様に想定されておりますので，東日本大震災のケースも想定しますと 2,000

人等の，同じレベルの 3,000人等の災害関連死は十分想定しておかなければならないのか

なと考えております。

　以上でございます。

杉本委員

　補正予算の中で災害派遣精神医療チームというのが出ておりますが，実は私のいとこが

精神科の医者をしております。仙台のほうへ家族も連れて行ってしまったというようなこ

とでございますが，随分向こうで精神科の医者が重要というか，必要ということです。こ

のような関係ですが，その中の話でＤＰＡＴという言葉がございます。聞きなれない言葉

ですが，この予算の中でも新たにつくるということですが，どのような目的でつくろうと

していらっしゃるのか。また，他県の状況などもお聞きさせていただければ大変ありがた

い。

鎌村災害医療上席推進幹

　ただいま杉本委員よりＤＰＡＴ，災害派遣精神医療チームにつきましてのお問い合わせ

でございます。こちら，ＤＰＡＴ，災害派遣精神医療チームでございますけれども，様々

な大規模災害時の際に，被災された方及び支援の必要な方に対しまして，精神科医療保健

活動の支援，こちらを行うために専門的な研修，訓練を受けられた精神科の医師及び看護

師，そして業務調整員など数名からなるのが１チームというようなことであります。この

発災後，特に被災地域の精神保健医療機能の一時的な低下，東日本大震災の際にも，杉本

委員からありましたように，実際，現場のほうでは精神科病院のほうで孤立化したり，あ

るいは，精神科で受診されている方が避難所等で御苦労されたりといったことが実際に

あったとお聞きしておるところでございます。この発災後につきまして，精神科病院等の

一時的な機能低下や災害ストレスによります新たに精神的な問題，心のケアの必要な方等

がふえてくるといったようなことがございます。そういうことで，被災以前より精神科医

療を受けておられる方への支援，災害時における精神障がい者の方等への保健医療サービ

スの確保，災害により新たに精神的不調を来した方を早く発見して，重症化を防ぐといっ

たようなことが必要となることから，このＤＰＡＴを編成して，関係機関と連携しながら

対応してまいるというものでございます。このたび戦略的災害医療プロジェクト事業の１

つといたしまして，主に発災後早期に現地での活動を開始するためのＤＰＡＴ先遣隊を創

設するものでございます。こちらにつきましては，災害早期に現地に入りますＤＭＡＴが
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ございますけれども，こちらのほうと同様に，精神科に特化したような形で早期に入る

チームがＤＰＡＴの先遣隊ということで，このたび創設するものでございます。今後，そ

の先遣隊の編成のため，装備，機器類の整備及び研修を進めていくとともに，大規模災害

発生時には速やかにチームを編成して，派遣できるような研修，準備等を進めてまいりた

いと考えております。全国状況につきましては，厚生労働省の方から委託をされ，研修を

受けている機関である，国立病院機構のほうでございますが，４月時点で，平成25年度末

の状況でございますけれども，11府県で整備，登録がされているところと聞いております。

四国では，今回，その時点での状況では四国では初めてといった状況となっております。

　以上でございます。

杉本委員

　大変長いお答えを頂きました。我が方も長安口ダムの関係で，下ノ内というところが流

されて，何軒かが仮設住宅です。仮設住宅というのは，自分の今までの生活環境と変わっ

てしまうし，それから，建物も正に仮設で，テレビの音というのは，裏のほうが音が大き

い。隣とはベニヤ板１枚挟んでいるような壁で，野球を聞いてるのか，相撲を聞いてるの

か，歌謡曲を聞いてるのか分からないようになって，腹が立ってきて，どなりこんでいく。

私はここにいられないというようになって，正に精神的には地獄というような感じになっ

てしまいますから，事実上，被災者は命が助かった後は，生き残っていくのも正に精神力

が必要になってくるのだろうと思います。是非そんなことも力を入れていただいたほうが，

せっかく助かった命で，自殺者が出てくるということになれば，地獄としか言いようがな

いということになるところです。前もって，避難所や，もう少し快適な住宅を用意してい

くというようなことも災害対応の１つの大きな目的になるんじゃないかというような気が

します。ちょっと欲なのですが，復興住宅や避難所というようなことで，床桜部長さんは

林業飛躍局長ををされていた。その辺で，ひとつ防災の事業につなげて頂きたいと思いま

すが。

床桜危機管理部長

　先ほど防ぎ得た死者ということで，杉本委員から厳しい御指摘も頂いたのですけれども，

実は先般，私も東北のほうの大学の関係者，あるいは自治体の関係者とお話もさせていた

だいて，私どもが災害直後だけではなくて，それから慢性期に移る過程での医療体制が必

要なんだと，それについてしっかり構築していこうとしているんだと，こういうお話をさ

せていただいたところでございますけれども，それはなかなか東北でもできていないと。

これから正にそういった分野が必要だというふうな，逆にエールも送っていただいたよう

な状況でございます。したがいまして，未知の世界に踏み込むようなところでございまし

て，今厳しい御指摘を頂きましたけれども，私どもそういった点も踏まえて，しっかりと

まずは取り組んでまいりたいということでございます。

　今御質問いただいた県産材ということでございますけれども，避難所が非常に劣悪なゆ

えに，特に体力の弱い高齢者の方がそれで病気になり，あるいは，亡くなるケースという

のは相当程度あったと聞いております。やはり，できるだけ快適な避難所を前もって整備
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するということは，非常に重要であります。また，その後，仮設住宅あるいは復興住宅も

同じような観点だろうと考えております。その際，徳島，県土の75％が森林部ということ

でございますし，今ちょうど，正に切りごろの森林がたくさんある，徳島杉については特

に精神的に非常に安定させるような効果もあるということでございますので，そうした県

産材を活用した避難所あるいは仮設住宅等の活用についても，今回の戦略的な災害医療体

制を考える上において重要なポイントに置きたい，また，そのようなことをしっかりと御

発言いただけるような専門家の方も検討会議に入って頂きたいと考えておるところでござ

います。今回の委員の御指摘を受けて，しっかりとそうした視点も加味した取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

杉本委員

　大変心強いお答えを頂きました。ありがとうございます。是非よろしくお願いいたした

いと思います。

　終わります。

有持委員

　それでは，１点質問させて頂きたいと思います。

　まず，鳴門わかめの産地偽装問題についてでございますけれども，何年か前にもワカメ

の産地偽装が起こり，その前にも起こりと，いつまでたっても産地偽装という，特にワカ

メにつきましては何度か発生をいたしております。徳島県は，今，とくしまブランドとい

うことで，いろいろな作物について，知事をはじめ，力を入れてやっているわけでござい

ますけれど，全国的にこのように時々出ますと，徳島県のブランドは偽ブランドでないか

というような疑惑を持つ。そのようなことで，非常に徳島県に対してのイメージが悪くな

ると，今回も特に重要視されております。

　先ほど県のほうからも報告がありましたように，鳴門わかめの産地偽装問題につきまし

ては，再発防止のために食の安全安心対策統括本部を立ち上げて，徳島の食品表示Ｇメン

の増員を図るということで，いろいろな取組をされるということでございます。先ほども

この取組についての説明を受けましたが，なお一層の対策強化を図っていただくために，

食品の表示の適正化に向けた新たな仕組みづくりをやっていくということでございます。

　そこで，水産加工品や漬物製造業に対しまして，特に届出制度を創設して，やっていく

ということでございますけれども，私の住んでいる石井町が昔から野沢菜の産地というこ

とで，石井町でつくった野沢菜が信州の野沢菜ということで，全国的に売り出されており

ます。あれは野沢菜という名前の野沢菜ですから，別に石井町でつくったものを信州で

売っても産地偽装ではないんですけれど，そのようなこともございます。

　この間もお聞きしたら，鳴門わかめは，徳島県の小松島市で採れても阿南市で採れても，

それは皆，鳴門水域ですから，鳴門わかめで通るんですと。ところが，石井町の漬物にし

ても，非常に安い中国の大根を大量に買って，阿波たくあんという。これは産地偽装では

ないかという気もします。ですから，今回のワカメも中国から大量に買った安いワカメを

鳴門わかめとして売った，それは産地偽装になりますので，そのようなことをやっており
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ますと，徳島県のブランドとして非常にイメージが悪くなるのではないか。

　そこで質問をさせて頂きたいと思います。まず，事業者と表示責任者に対する要綱によ

る届出制度を創設し，新たな仕組みづくりに着手するということですが，事業者など表示

責任者とあわせて届出を行う制度について，どのような効果があるのかお聞きをしたい。

そして，届出を行わない業者に対して，どのように対応していくのかお聞きしたいと思い

ますので，よろしくお願いいたします。

山根食の安全安心担当室長

　事業者等の届出制度に関しての効果と同時に届出を行わない業者に対してどのような対

応をするのかとの御質問でございますが，水産加工業，漬物製造業者など原材料の簡易な

加工を行う事業者につきましては，食品衛生法上営業許可が不要でございます。事業者の

把握，衛生指導が十分できていないところでもございました。このため，今回の届出制度

に関しましては，事業者の把握，表示責任者の設置により，食品表示の適正化や衛生など

の監視の推進に効果があると考えております。

　また，要綱には事業者及び表示責任者の遵守事項とともに，施設やＪＡＳ法では義務づ

けのない伝票，関係帳簿など書類の保存義務化など，届出に必要な基準を設けまして，事

業者における自主管理体制の強化を図ることといたしております。

　さらには，届出を行った事業者につきましては，県のホームページなどを通じまして，

届出事業者として公表を行うなど，届出のイニシアチブを持ってもらうよう積極的に支援

を行うことといたしております。

　今回，要綱にて届出義務を課すことにいたしておりますが，届出を実施しない業者など

に対しましては，事業の趣旨について十分な御説明を行いながら，行政指導により届出を

求めていくことといたしております。

　今後は制度の効果や課題等を検証しまして，その他の農産加工業者に対する届出の義務

化や，届出に関しての基準等の今回の制度につきまして，具体的に検証を行っていくとこ

ろでございます。

　以上でございます。

有持委員

　県としては，届出をするように指導していくということで，この問題について対応して

いただけるということでございますけれども，なぜやるかというのは，安い原料品を購入

して，ブランド品として出せば，もうけの差額が多いからです。今回捕まった人も，捕

まって罰金を払うよりももうけのほうが多いから，いつまでたっても同じように繰り返し

ていく。これが一番の根本だと思いますので，徳島県のブランド商品を守っていくために

は，もう少し県としても対応を厳しくやらないといけないし，業者の協力というのは本当

に必要ではないかと思いますので，なお一層の御努力をお願いしたいと思っております。

　次に，ワカメの加工などに水産加工業の届出とともに，漬物製造業の届出を求めていく

のがこれからの課題と思いますが，ただいましていくという答弁を頂いたんですが，もう

少し具体的に，こういう形で指導していくということがございましたら，説明をお願いい
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たします。

山根食の安全安心担当室長

　今回，漬物業者等届出にすることにしておるところでございますが，特に具体的に水産

加工業とともに漬物製造業を加えたというところにつきまして御説明させて頂きます。

　まず，食品表示の適正化に向けまして，食品衛生法，先ほども申し上げましたように，

許可対象外業種ということで，水産加工業，漬物製造業を要綱によりまして試験的に届出

を運用することといたしております。この試験運用に関しましては，水産加工業に加え，

漬物製造業に届出を義務づけております。これにつきましては，特に平成24年に北海道で

白菜の浅漬けによりまして，腸管出血性大腸菌Ｏ－ 157の集団食中毒がございました。そ

のあたりも含めまして，全国的にもこのあたり，この漬物製造業を営業等届出る事例も多

いところでございます。そういうところで，本県といたしましても，これら事業者の把握

や届出基準の策定によりまして，食品表示の適正化とともに，食中毒対策，衛生対策の強

化を図るものでございます。今後は，業者の届出を試験的に運用いたしまして，運用結果

を踏まえまして，効果の検証，課題抽出を行いながら，その他の業種での届出について，

今後検証を行ってまいりたいと考えております。

　以上でございます。

有持委員

　ただいま取組についても，本当に頑張っていただけると思っておりますけれども，漬物

製造業者や水産加工業者への届出の義務化など新たな仕組みづくりにつきましては，速や

かに制度設計を行いながら，できるだけ早く事業者と十分な調整を行って頂きまして，実

行に移して頂きたいと思います。

　今後の試験運用の結果を踏まえて，制度の効果を検証しながら，他の業種での届出の必

要性などについても検討していって頂きたいと思います。また，鳴門わかめブランド強化

スキームにつきましても，商工労働部，農林水産部と連携をいたしまして，鳴門わかめを

はじめとするとくしまブランドの信頼に県民の食の安全安心の確保をしっかりと努めて頂

きたいと思います。

　そこで，最後に，食の安全安心対策統括本部長に今後の決意をお伺いいたしまして，私

の質問は終わりたいと思いますので，よろしくお願いいたします。

床桜危機管理部長

　この４月から統括本部長ということで，関係部局，商工労働部とか，我が部もそうなん

ですけれども，農林水産部とか様々な部局で構成する本部を立ち上げたところでございま

して，従来の情報共有でなくて，具体的な課題解決の処方箋を出すということが ,この統

括本部のミッションでございます。

　鳴門わかめにつきましては，やはり，先人が営々として築いてきた徳島が全国に誇るブ

ランド産品でございまして，このブランドを傷つけるような行為に対して，再三にわたり

指導をしてきた，一向に改善されないということで，県警に対して告発をし，そして逮捕，
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そして，徳島地検によって起訴されるといった状況でございます。やはり，再びこうした

事案が生じますと，このブランドそのものが崩壊してしまう。非常に我々も危機意識を

持っております。今や鳴門わかめは，徳島の鳴門わかめだけではなくて，鳴門わかめの徳

島と，徳島の信用にもかかわっていっているような状況でございます。

　したがいまして，県民目線に立って，不正を絶対許さないという強い決意のもとで，県

庁内はもとよりでございますが，関係機関，関係団体とも連携を密にして，３倍に増やし

ました食品表示Ｇメン，その活動を強化する，これに加えて，届出制度あるいは認証制度，

これの詳細な制度設計を早期に行いまして，食の安全安心対策の一層の強化を図ってまい

りたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。

大西委員

　関連して，私も，今日提出いただいた資料で，これだけカラー刷りでございますので，

よほど力を入れて，これに取り組んでいきたいという表れなのかなと思って，よく拝見を

させていただいて，よく説明を聞きました。今も有持委員が質問されましたので，その関

連で。

　この食品関連事業者届出制度の届出によって，食品衛生法で関与できないＪＡＳ法だけ

でやっておる業者の方々も県が把握したいということはよくわかります。そして，食品表

示責任者も届出をしていただくということです。ここで１つ確認をしたいんですが，この

食品表示責任者というのは誰かというのを ,その食品のパッケージに私たち消費者がわか

るように明示するわけですか。この食品の表示をしたのは私ですと，誰々社長ですという

ことで，企業名とか社長名とか，あるいはその会社の食品の責任者であるとか，そのよう

なものをその商品に，加工業者であれば，加工業者がつくったものに対して，それが明示

されるようにこれから変わっていくということで理解してよろしいのでしょうか。

山根食の安全安心担当室長

　今御質問の食品表示責任者でございますが，この食品表示責任者につきましては，目的

としてまして，まず，一義的に我々が，食品表示Ｇメンが事業所に行きまして責任者の不

在というのが多々ございます。要するに大きい事業所でありますと，話しをする相手がな

かなか見つからないものですから，まず事業所に１人，必ず食品表示責任者を置いて頂き

たいということで，このあたり，当然研修もして頂きながら，事業所に１人の表示責任者

を置いて頂きたいというところでございます。

　今御質問ございましたように，例えば表示に関しては一括表示でございまして，裏面等

に製造者等の義務化はございます。その中で，この食品表示責任者の表示については，そ

こまでは今現状では考えてないところでございます。要するに，先ほど申し上げましたよ

うに，我々，相手方の事業所に必ず１人の表示に関しての責任者を置いて頂きたいという

ことでこの制度をつくったところでございます。

大西委員

　食品表示責任者は，商品のパッケージには表示しないという御答弁がありましたが，加
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工業者のところでは，この加工した責任者は誰ですかといったら，それはわからないとい

う業者さんが多いと言われました。とりあえず県が掌握しようということなのかもしれま

せんが，それだけ曖昧な業界，業態であれば，まず，そこに名前を書いて，個人の名前を，

社長の名前でも，専務の名前でも，その製造工場の責任者の名前でもいいじゃないですか。

その個人の名前が入ると，その人が責任を持ってやると思うんです。だから，徹底してこ

れをやるんだったら，県が掌握するだけではなくて，そこのパッケージの表示に会社名と，

そしてその責任者は誰それですと書けばいいじゃないですか。それを何でしないんですか。

絵にかいた餅と知事がよく言うけど，せっかくこういういいことをやろうとしているのに，

抜け穴ができているみたいな，曖昧な体制をそのままにしましょうみたいな，県が業界に

抜け道をつくっていることになると思いますが，いかがですか。責任をはっきりしたほう

がいい。

山根食の安全安心担当室長

　今回，食品表示責任者ということで明確に，例えばパッケージ等に記載したらいいので

はないかという御提言でございますけど，現状でこの届出基準等ございます。それと同時

に，このあたり，制度構築，制度設計のために具体的に今後協議する予定でもございます。

それで，一方，法律のほうで一定の表示義務がございまして，製造責任者等の，製造者等

の義務もございます。そこで，法律に対する上乗せの部分もございまして，今後の検討と

いうことで御了解頂きたいと思います。

大西委員

　今後，食品表示責任者名を表示するかどうかというのは，検討していきたいということ

なんですが，局長，どうですか。

並木県民くらし安全局長

　これは新しい制度なので，これからどうするかというのは，制度設計していかなければ

いけないのですけれども，今考えておりますのは，食品衛生法でも，食品衛生責任者とい

うのを掲示するようになっていますので，それは品物ということではなくて，事業所に掲

示するようになっているということで，そういったようなことをＪＡＳ法においても，Ｊ

ＡＳ法のこの食品衛生法以外の白抜きの部分につきましても，事業所の中に食品表示責任

者，これはきちっと掲示させるようにさせて頂きます。

大西委員

　では，次に，鳴門わかめブランド強化スキームですけれど，監視機能・権限の強化，こ

れと，その次の加工履歴の導入，これが大きなポイントなんでしょうね。その監視機能・

権限の強化というのは，食品表示Ｇメンが新設され，この人たちが監視していくというこ

とだと思います。

　もう一つの加工履歴の導入ということですけれども，特にワカメの場合には，生のワカ

メがどこから来たかというのが誰もわからない。それを鳴門わかめですと加工する方が
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言って，加工したら，鳴門わかめになってしまったというようなことですから，その加工

履歴を導入すると。これは，今まで食品の問題でよくトレーサビリティーということを言

われましたが，このトレーサビリティーとこのシステムは違うのでしょうか。

　この加工履歴を導入するということは，どこでそれを保証というか明示できるのか。こ

の一番真ん中に，認証シールと大きく書いてありますけれども，この認証シールにこのワ

カメはどこから来てますよということを書くんですか。そうすれば，みんな鳴門と書きま

すよね。加工履歴というのはどういうことで，加工履歴をどのように明示するのか，２点

ほどお聞きしたいと思います。

山根食の安全安心担当室長

　加工履歴の問題について御質問でございますが，この加工履歴につきましては，お示し

のスキームを見てのとおりでございまして，産地偽装を防ぐためにどうすべきかといいま

すと，まず生産者からの証明書，産地証明書を頂きながら，まず生産段階からの産地偽装

を防ぐと。それと同時に，加工事業者において加工履歴，要するに原料から乾燥したワカ

メをつくった場合なんか，非常にグラム数が少なくなります。そういうところで，そうい

う加工履歴の中で正確に，例えば原材料何キロから何グラムの乾燥物ができたと，こうい

うものを残していただく。その後に，我々Ｇメンの部分になるんですけど，帳簿，伝票等，

それから生産証明の部分を確認させて頂きまして，トータル的に監視をするものでござい

ます。要するに入り口から出口まで監視することよって，先ほど御説明いただいたように

トレーサビリティーの機能につながるものでございます。

　それと同時に，このスキームにつきましては，基本的には事業者の本来率先して取り組

むべきものでございます。そういうところで，しかしながら，我々としても過去に産地偽

装等がございました。そういう例でございましたから，我々県の食品表示Ｇメンがこのあ

たりをちゃんと監視しながら，認証時，認証設定時なんかに県としてもこのあたりをちゃ

んと監視しながらやっていきたいと考えております。

　以上でございます。

大西委員

　認証シールというのを新たに貼るということになっておりますので，その認証シールの

実効性というか，それが問われるのではなかろうかと思います。消費者にわかるようなも

の，トレーサビリティーの場合にはインターネットで牛だとか豚だとかそういったものが，

この人が生産しましたというところまでわかるというような，そういうシステムがあるわ

けですけれども，例えば鳴門の誰々さんがつくったワカメですよとか，そこまでいっても

いいんじゃないかと私は思います。これから，そういうことをできるようにしておいて頂

きたいと思います。

　最後に，私の地元の城東小学校の校庭，またその近くでセアカゴケグモが多数見つかっ

ております。新聞記事によると自然環境戦略課の担当だということですが，県民くらし安

全局としてはどのように取り組んでおられるのか。これについては所管しませんというの

か。私は，セアカゴケグモに子供たちが刺されたり，また大人でも刺されると，場合に
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よっては死ぬ方もいらっしゃるというので，自然環境戦略課とこちらが手を組んで対応特

別チームぐらいつくってやらないと，どんどん広がっていくと思います。最後に、このこ

とについてだけ今後どうしていきたいのか，こちらの局としてはどうしようとしているの

か，ただ話し合いますというのではなくて，何か踏み込んでやって頂きたいと思うんです

が，その点についてお答え頂きたいと思います。

西條安全衛生課長

　委員御質問のセアカゴケグモについてでございますけれども，このセアカゴケグモは，

特定生物による生態系に係る被害の防止に関する法律，いわゆるライセンス法というので

すけれども，こちらに指定されております特定外来生物というふうになっております。こ

れは，生きたままで動かしてはいけないものになっておりますので，取り扱いは非常に難

しゅうございます。ただ，この対応につきましては，先ほど申しましたように，外来生物

法を所管いたします環境部局，今，自然環境戦略課となっておりますけど，こちらが行う

となっているんですけれども，特に室内で発見された場合であるとか，かまれた場合，こ

れは非常に問題があります。そういうことがございますので，特に住民の方は，身近にあ

る保健所等に御相談されることが非常に多うございます。そういうことから，我々知らな

いということではなくて，衛生的な観点，また持続的な観点の中から，衛生部局でも取り

組みについては対応させていただいております。

　特に，具体的に申しますと，セアカゴケグモが室内で見つかった場合については，特に

かまれないように注意して頂きながら，例えば市販の殺虫剤で駆除していただくというふ

うなことをやりながら，保健所あるいは自然環境戦略課のほうに御一報いただく，御連絡

いただくというふうなことでお願いしてございます。

　また，万一かまれた場合については，速やかに流水などで洗っていただいて，健康被害

が出ないようにしていただいて，医師等に相談していただくことをお願いいたしますとと

もに，県のホームページの私ども当課と，それから自然環境戦略課，それから保健所等も，

ホームページで上げながら啓発をしています。３課でいろんなところで連携しながらやっ

ていきたいと思っております。

岡田委員長

　午食のため休憩いたします。（12時02分）

岡田委員長

　再開します。（13時11分）

古田委員

　まず，最初に災害医療の関係でお尋ねしたいと思います。戦略的災害医療プロジェクト

推進事業において，災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の強化及び災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）の設置をしていくということですが，現在，徳島県内での設置状況はどのよ

うになっておりますか。
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鎌村災害医療上席推進幹

　ただいま災害医療に関する御質問を頂きました。

　まず，ＤＭＡＴでございますが，災害派遣医療チーム，こちらにつきましては県内で現

在21チームが研修を受け，指定というところでございます。

　続きまして，ＤＰＡＴでございますが，ＤＰＡＴにつきましては，先ほど答弁させて頂

きましたが，まず，急性期，ＤＭＡＴと同様に速やかに派遣できるようなチーム，こちら

につきまして編成できるように準備をしているというところでございます。

古田委員

　国のほうから平成13年４月にＤＰＡＴの活動要領を初めて策定して，各自治体に設置を

求めてきたわけですね。ところが，今現在は残念ながらできていない。全国では11府県に

とどまっているというお話が午前中にありましたけれど，まずは，先遣隊として派遣する

１チームをつくるということなんでしょうか。その後，徐々につくっていくという方向な

んでしょうか。それは，いつごろにつくる予定なのか，そのあたりはいかがでしょうか。

鎌村災害医療上席推進幹

　ＤＰＡＴについてのお問い合わせでございますが，このＤＰＡＴにつきましては，まず，

この11府県ということで公表されていた件でございますけれども，こちらにつきましては

ＤＰＡＴの先遣隊ということで，現在，設置を進めている，準備をしているところについ

てのものでございます。これにつきましては，できるだけ早く先遣隊というものを整備す

るということでございますけれども，さきの東日本大震災におきましても，本県からは宮

城県へ医療救護チーム，災害支援ナースなどとともに，いわゆる心のケアチームというこ

とで，発災後数日後から同時に派遣をしておりました。こういった急性期少し過ぎてから

慢性期の心のケアにつきましてのチームというのは，順次研修等を進めて，派遣に備えら

れるような体制というのは既にありますけれども，研修等を今後行ってまいりたいと考え

ております。

　ただ，先遣隊につきましては，先ほど御説明いたしましたが，一定の研修，専門的なと

ころの研修を受けて，質を保つということが国のほうでも進められておりますので，それ

に備えてこの先遣隊を準備していくということをまずはやっていくということでございま

す。

古田委員

　国のほうの専門的な研修を受けるということなんですが，どのくらいの研修が必要なの

か，そのあたりはいかがでしょうか。

　それと，最初にお聞きしたＤＭＡＴの強化ということも，今回の戦略的災害医療プロ

ジェクト推進事業の中でも打ち出されておりますが，どういったことを強化されていくの

か，そのあたりはいかがでしょうか。
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鎌村災害医療上席推進幹

　まず，ＤＰＡＴの国においての研修ということでございますが，これまでにおきまして

も，このＤＰＡＴの設置，登録に向けての研修ということで，毎年行われてきておりまし

て，本県からも精神科医師等が受講はしてきておりました。ただ，先遣隊員についての専

門的研修というのがこれまでは行われてきておりませんでしたので，これに向けて準備を，

我々も受講に向けて準備を進めているというところでございます。

　また，ＤＭＡＴにつきましては，これまで，先ほどお答えいたしましたが，21チームと

いうことでございますけれども，この研修につきましては，国の方で，東京と兵庫の方で

２か所で行われておりますけれども，この研修を毎年チーム受講あるいは個人受講という

ことで，本県からも割り当てがありまして，受講しているところでございますが，この研

修とともに，これまで受講しておりましたチームの強化，維持といったところでの研修，

そして，災害医療に関しましては，災害医療コーディネーターも設置しておりますので，

こういった災害医療コーディネーター，ＤＭＡＴといったところの充実強化に向けて，秋

か，いろいろな機会を通じて具体的な研修会，訓練ということを行ってまいりたいと考え

ております。

古田委員

　ＤＭＡＴの強化策というのは，ある程度わかりましたが，午前中もＤＰＡＴ，災害派遣

精神医療チームの創設に関しても専門的な研修を受けなければだめだというお話でした。

それは，どれくらいの研修を受けなければいけないのでしょうか。そのような決まりがあ

るのかないのか。そして，先遣隊１チームは創設をするということが，今回のこの 2,900

万円の予算の中では考えられている。そのほかもつくるというのではないんですね。先遣

チーム，まずはそれだけをつくるということなんですね。

鎌村災害医療上席推進幹

　ＤＰＡＴの研修についてでございますが，このＤＰＡＴの先遣隊の研修につきまして，

災害時の厚生労働省の方からの委託ということで，国立病院機構のほうの関係で，災害時

こころの情報支援センターの方で研修をするというようなこととなっておりまして，今後

の国のほうの予定といたしましては，まずは２日間の研修と。その後，医事研修等を含め

てやっていかれると聞いておるところでございます。

　また，このＤＰＡＴの先遣隊につきましては，特殊な部分がありますので，そういった

研修を受けていただくということになりますけれども，先ほど答弁させて頂きましたけれ

ども，それに引き続くいわゆる急性期，慢性期といった心のケアというふうなところにつ

きましては，さきのところでも本県としましては経験しておりますので，さらにそういっ

た課題等をもとに，本県内でも研修を受けて頂き，派遣あるいは県内での被災したときに

対応できるような体制を準備していきたいというふうな研修等も含めて考えているところ

でございます。

古田委員
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　精神的な障がいを持つ方々に対しても，都道府県が責任を持ってこれを創設し，そして，

拡充をしていくということが大事だと思いますので，是非，早急の設置を求めておきたい

と思います。

　次に，これも議論がありましたけれども，食品表示Ｇメンの活動円滑化体制整備事業と

いうところで，偽装というのはないかなといったころに，また偽装問題が出るということ

で，本当に関係者の皆さんや徳島県民は，いいかげんにしてほしいという思いだと思いま

す。

　それで，今回，Ｇメンの体制も８名から23名にして，強化してやっていくという方向が

出されました。ここでもＧメンが取り組む中で，新しく届出制度などを作るのですけれど，

対象事業者の把握が困難，表示が理解できる人材が不在，指導事項の伝達性が問題，指導

してもそれが伝わっていかないなどの課題が出されているのですが，そのような問題につ

いては，責任者になっていただく方への学習の場や研修の場というのが必要だと思います

が，そのあたりはどのようにお考えになっているのかお尋ねしたいと思います。

山根食の安全安心担当室長

　今，Ｇメン活動における課題の中で，食品表示責任者の課題について御質問がございま

した。ここにつきましては，一方で，とくしま安全安心食品表示制度調査事業の中で，事

業者等に対して研修並びにこういう講習会をする予定をしておるとともに，当然，食品表

示責任者になっていただく方に関しては，講習を受けていただいて，責任者としてちゃん

と一事業所の一責任者として適正表示に努めていただくよう努力していただくところでご

ざいます。

古田委員

　そのような研修の場を県が設定をしていくということですね。きちんとそれはして頂き

たいと思います。

　もう一つは，届出制度ですが，水産加工業者と２つの種類のところから試験的にやって

いくということでありますが，以前にはタケノコの違反もありましたよね。ですから，水

産，農産物についても，今後，やっていかれるかと思いますけれども，こちらは厳しくて

も，農産物のほうは少し後からですよという差をつけてしまっては，それぞれの加工業者

に対して不公平感が出るのではないかと思いますので，考えられる業者全てのところにき

ちんと調査をし，指導して，できるだけ早く取り組んでいくべきではないかと思いますけ

れども，その点はいかがでしょうか。

山根食の安全安心担当室長

　今，水産加工業と漬物製造業以外の業種で届出等を検討してはどうかということであっ

たと思うんですけれども，まずは今回，要綱により水産加工業，漬物製造業で試験的運用

を考えております。その中で，今後タケノコ等の水煮とか，例えば他県ではところてんと

か，そのあたりの業種も実は農産加工品製造業として届出をさせておるところもございま

す。そういうところについて，今後，今回の試験的運用の効果の検証，課題を抽出しまし
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て，届出等を検討していきたいと考えております。

古田委員

　やはり，徳島県のブランドということで，食品の産地偽装などが起こらないように，制

度のきちんとした構築を求めておきたいと思います。いろいろ大変だと思いますけれども，

しっかり取り組んで頂きたいと思います。

　それと，Ｇメンになる方が県庁の職員さんで８名から23名に増やすということですが，

今までそのような活動に参加された人がほとんどなのか。その23名の方々というのは，ど

のような経歴を持つ方々なんでしょうか。

山根食の安全安心担当室長

　徳島食品表示Ｇメンの職歴等でございますけれど，この23名のうち８名につきましては，

ＪＡＳ法，景品表示法等の担当者でございまして，かねてよりの経験者でございます。残

りの者につきましては，商工労働部，農林水産部等関係部局の職員で構成しております。

そのあたりの経験不足等を補うためからも，今回，６月補正のほうでＧメン活動円滑化体

制整備事業としてタブレットパソコン，このあたりを持ちまして，官公法令等を検索でき

るシステムと同時に，例えば指導現場で過去の指導履歴等を閲覧できるようなシステム，

このあたりを活用しまして，経験不足等について補っていきたいと考えております。

　以上でございます。

古田委員

　全国に誇る鳴門わかめなど，偽装問題が起こらないように，しっかり取組を強めて頂き

たいとお願いをしておきます。

　最後にもう一点，防災会議のお話が出ましたけれど，昨年は防災対策特別委員でありま

したので，この問題も質問させていただいたんですが，ボランティアとかＮＰＯとか様々

な業種の方々が参加できるようになって，女性委員も増えているんですよね。増えてきて

はいるんですけれども，今回，20名増やして60名にするなかで，どのくらい女性の委員に

する予定なのかお尋ねをしたいと思います。

金井南海地震防災課長

　ただいま委員より，今回，防災会議の委員数を増やした場合に女性をどう増やしていく

のかといった御質問でございますけれども，午前中，藤田委員の御質問にもお答えしまし

たとおり，女性の視点を取り入れていくこと，幅広い意見を取り入れていくということは

とりわけ重要であると認識しております。それで，この20名増やす中では，自主防災組織，

ボランティアなどＮＰＯ，あるいは女性が比較的多いと思われる医師や看護師などの医療

関係者など，幅広い分野の方を選任していく予定でおりますが，具体的にどの部分を女性

にするといったことは今後人選を進めていきたいと思っておりますが，女性比率について

は可能な限り，今より高めていくという方向で取り組んでまいりたいと考えております。

　以上でございます。
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古田委員

　この防災会議というのは，年１回開かれていますが，回数を増やしたり，いろいろな部

会を設けたりとか，もっと活発に意見が出せるような場というのができるのでしょうか。  

　防災会議の議事録を前に見させて頂きましたけれども，ほとんど意見も言われていない。

せっかく女性委員を選んでいるのですけれど，会長が知事ということで，知事がいろいろ

進めているんですね。なかなかそれに対して物が言えていないというのが，過去の現状で

なかったかと思いますが，その点はどのようにされる予定なのかお尋ねしたいと思います。

金井南海地震防災課長

　ただいま活発な議論がなされるように工夫をするべきではないかといったような意見で

はなかろうかと思います。実は，防災会議につきましては，議員御指摘のように，年１回

ということが通常多いのでございますが，中にはその下に幹事会を設けておったり，ある

いは，現在１つの部会，水防部会というのを設けております。そういったことも踏まえま

して，今後，活発な審議をするために部会設置というのも有効な手法の１つであると思い

ますので，今後人数を増やしながら，そういったことも実はこれから考えていきたいなと

思っておるところでございます。

　以上です。

古田委員

　防災会議の女性委員の割合は，去年，20.8％で全国５位ということでありますけれども，

他の審議会では過半数以上というところも出てきておりますし，女性の割合を増やすとい

うのが知事の方針でもありますので，是非，女性委員を増やしていただくことと，活発な

論議をして生かして頂きたいということをお願いして，終わります。

岡田委員長

　ほかに質疑はありませんか。

　（「なし」と言う者あり）

　それでは，これをもって質疑を終わります。

 以上で，危機管理部関係の調査を終わります。

　議事の都合により，休憩いたします。（13時33分）
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